
４連紙②③④が送られてくる。
発見届

刀剣類発見届 ①警察署控え

通知書転送 返納登録証回付
刀剣類発見届出済証 ②発見届出済証

都教委へ提出〔登録の根拠書類
発見した所の警察署
①発見届（法第23条） ③　登録申請（法第１４条） 刀剣類登録通知書 ③登録通知書

登録後、都教委で処理後公安
委員会へ通知

④鑑定・登録証交付 刀剣類登録希望通知 ④登録希望通知書
②発見届出済証 （法第１４条、第１５条） 所轄署→公安委員会→都教委

→ 所有者へ呼びかけ

審査一覧送付

銃砲刀剣類の輸出
外国から到着した郵便物の 登録希望通知書
税関手続のお知らせ ③　登録申請（法第１４条） ①文化庁文化財第一課　輸出監査証明書担当に連絡

   電話：０３－５２５３－４１１１（内２８８７）
②　「古美術品輸出鑑査証明書（申請）」

鑑定・登録証交付 ③東京税関で税関手続
    電話：０３－５６６５ー３７２８

登録通知 ④美術品専門外国宅配業者に依頼

通関手続き

銃砲刀剣類所有者変更事務の流れ

登録の申出 新　所　有　者

①
引渡書交付

登録可能証明交付申請
東京都教育委員会（登録原票の訂正）

登録可能証明
又は 審査依頼 都内で移動
登録不可証明交付

通関手続き 東京都公安委員会
（法第１８条の２第３項）

出張審査 登録の可否通知

道府県在住者が所持する都登録の銃砲刀剣類の再交付・訂正等
登録審査

相互で審査依頼と回答

通関手続き

再交付 再交付

訂正 訂正

経済産業省の輸入の許可手続きが加わる
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②　他府県に移動

所有者変更届
（法第１７条１項）

他府県公安委員会
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